
項 目 件 数 当 月 比 率
面 談 2 6 .1 %

電 話 2 2 6 6 . 7 %
メ ー ル 5 1 5 . 2 %

F A X ・ 他 4 1 2 . 1 %

合 計 3 3 1 0 0 . 0 %

件数 当月比率
4 12.1%
1 3.0%
5 15.2%
1 3.0%
1 3.0%
1 3.0%
1 3.0%
7 21.2%
2 6.1%

メンタル不全・疾患 0
0
0
0

10 30.3%
0

33 100.0%

労働時間・休暇

その他

項目
解雇

社会・雇用保険

退職強要・勧奨
賃金残業代等未払い

配転・出向・転籍

労働契約違反

労働条件切り下げ

不明

セクハラ・いじめ問題

倒産・工場移転
労災・職業病
組合結成・加入

合計

項目 件数 当月比率

男性 18 54.5%

女性 15 45.5%

不明 0 0.0%

合計 33 100.0%

★
相
談
事
例
①･･･

★

（
女
性
・
小
売
業
・
正
社

員
）

名
ば
か
り
会
社
役

員
に
さ
せ
ら
れ
て

無
断
で
会
社
役
員
に
さ
れ

た
Ｍ
さ
ん
。
雇
用
保
険
が
打

ち
切
ら
れ
、
35
万
円
か
ら
役

員
報
酬
込
の
40
万
円
に
。
賃

金
は
上
が
っ
た
が
、
残
業
代

は
あ
り
ま
せ
ん
。
（
全
員
残

業
代
な
し
）

８
時
半
か
ら
午
後
５
時
半
が

所
定
時
間
だ
が
、
午
前
７
時

か
ら
午
後
10
時
位
ま
で
休
憩

も
な
し
に
働
い
て
い
ま
す
。

出
勤
簿
だ
け
で
タ
イ
ム
カ
ー

ド
は
有
り
ま
せ
ん
。

長
時
間
労
働
で
体
も
し
ん
ど

く
、
勝
手
に
役
員
に
さ
れ
た

の
で
退
職
の
意
向
を
社
長
に

伝
え
た
ら
「
自
己
都
合
で
辞

め
ろ
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

名
ば
か
り
会
社
役
員
な
の
で

残
業
代
を
支
払
わ
せ
た
い

し
、
会
社
都
合
で
退
職
し
た

い
。

ア
ド
バ
イ
ス

役
員
に
な
る
前
の
賃
金
明

細
を
見
て
み
る
と
、
１
ヶ
月

の
総
労
働
時
間
か
ら
残
業
時

間
を
差
し
引
い
た
時
間
が
法

定
労
働
時
間
を
下
回
る
月
も

有
り
、
杜
撰
な
計
算
に
な
っ

て
い
ま
す
。
賃
金
明
細
に
記

載
さ
れ
て
い
る
総
労
働
時
間

と
残
業
時
間
を
正
確
に
し
て

残
業
代
を
請
求
す
る
事
が
出

来
ま
す
。

※
全
国
一
般
に
加
入
さ
れ
、

４
項
目
の
要
求
書
を
提
出
。

役
員
と
し
て
登
記
簿
に
記
載

さ
れ
て
い
な
い
事
も
判
明
し

ま
し
た
。

★
相
談
事
例
②･･･

★

（
女
性
・
事
務
関
連
・
非
正

規
）

夏
季
休
日
が
有
休

に
さ
れ
て

１
日
４
時
間
、
週
４
日
～

５
日
の
条
件
で
採
用
さ
れ
て

６
年
経
過
す
る
Ｔ
さ
ん
。

雇
用
契
約
書
で
休
日
は
日

祝
・
夏
季
・
年
末
年
始
と
規

定
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
夏
季
休
暇
は
有
休

で
対
応
し
て
賃
金
が
支
払
わ

れ
て
い
ま
す
。

会
社
は
「
採
用
し
て
６
カ
月

未
満
の
人
に
も
公
平
に
扱
う

た
め
」
と
説
明
し
て
い
ま

す
。
会
社
が
定
め
た
休
日
を

個
人
の
承
諾
な
し
に
有
休
処

理
す
る
事
に
納
得
で
き
ま
せ

ん
。
１
日
４
時
間
契
約
で
す

が
、
継
続
し
て
８
時
間
働
い

た
場
合
の
時
間
外
手
当
は
？

ア
ド
バ
イ
ス

雇
用
契
約
書
で
明
記
し
て

い
る
休
日
は
労
働
義
務
の
な

い
日
な
の
で
有
休
処
理
す
る

事
は
出
来
ま
せ
ん
。
賃
金
を

払
う
か
ら
良
い
問
題
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

会
社
の
対
応
は
間
違
っ
て
い

ま
す
。

４
時
間
契
約
で
８
時
間
働
い

て
も
時
間
外
割
り
増
し
賃
金

は
発
生
し
ま
せ
ん
。

法
定
内
労
働
時
間
な
の
で
プ

ラ
ス
４
時
間
分
の
時
給
が
支

払
わ
れ
ま
す
。

★
相
談
事
例
③
…
★

（
女
性
・
金
融
業
・
正
社

員
）

相
次
ぐ
出
向
で
退

職
へ

お
客
さ
ん
に
投
資
の
知
識
や

技
術
を
提
供
す
る
会
社
で
５

年
経
過
し
た
Ｓ
さ
ん
。

週
休
２
日
制
で
す
が
休
日
出

勤
も
多
く
、
実
質
週
休
１
日

と
変
わ
り
ま
せ
ん
。

勤
務
時
間
も
部
長
の
許
可
を

取
ら
な
い
と
帰
れ
な
い
か

ら
、
午
前
８
時
か
ら
23
時
位

ま
で
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。

さ
す
が
に
疲
れ
る
の
で
有
休

を
申
請
し
て
も
取
得
で
き
ま

せ
ん
。

今
年
２
月
に
東
京
の
関
連
会

社
に
出
向
さ
せ
ら
れ
、
４
月

に
横
浜
支
店
へ
転
勤
さ
せ
ら

れ
ま
し
た
。
こ
の
時
、
賃
金

が
５
万
円
下
げ
ら
れ
た
事
で

退
職
を
決
意
し
、
有
休
消
化

後
の
７
月
に
退
職
し
ま
し

た
。

自
主
退
職
で
す
が
、
退
職
の

要
因
が
配
転
出
向
と
賃
下

げ
、
残
業
代
不
払
い
に
あ
る

の
で
雇
用
保
険
の
特
定
受
給

者
に
し
て
ほ
し
い
の
で
す
。

ア
ド
バ
イ
ス

残
業
や
休
日
出
勤
手
当
の

不
払
い
は
出
退
勤
の
記
録
を

証
拠
に
監
督
署
に
申
告
で
き

ま
す
。

特
定
受
給
者
資
格
者
の
範
囲

（
５
）
は
「
直
前
３
ヶ
月
間

に
連
続
し
て
月
45
時
間
を
超

え
る
時
間
外
労
働
が
行
わ
れ

た
」
と
定
め
て
い
ま
す
。

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
相
談
し
て

下
さ
い
。

★
相
談
事
例
④･･･

★

（
男
性
・
印
刷
業
・
正
社

員
）

パ
ワ
ハ
ラ
と
サ
ー

ビ
ス
残
業
で

勤
続
十
数
年
の
Ｓ
さ
ん
。

会
社
の
業
績
も
悪
く
な
り
、

こ
こ
4
年
間
で
31
名
の
正
社

員
と
数
名
の
非
正
規
が
退
職

し
て
い
ま
す
。
人
手
不
足
に

よ
る
長
時
間
労
働
が
蔓
延

し
、
月
１
０
０
時
間
を
超
え

る
残
業
が
続
く
事
も
。

仕
事
が
残
る
の
で
休
日
も
仕

事
に
な
り
ま
す
。
仕
事
の
結
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果
だ
け
が
求
め
ら
れ
、
す
べ

て
サ
ー
ビ
ス
残
業
で
す
。
そ

の
う
え
、
パ
ワ
ハ
ラ
が
襲
い

ま
す
。

同
じ
批
判
の
言
葉
を
く
ど
く

繰
り
返
し
た
り
、
達
成
不
可

能
な
目
標
を
押
し
付
け
、
結

果
が
出
な
い
と
「
能
力
が
な

い
」
と
責
め
ま
す
。
見
せ
し

め
で
社
員
の
前
で
叱
責
さ
れ

る
こ
と
も
。
穏
便
に
会
社
の

態
度
を
改
め
た
い
が
。

ア
ド
バ
イ
ス

残
業
代
や
休
日
労
働
手
当

は
2
年
間
遡
っ
て
請
求
可
能

で
す
。
パ
ワ
ハ
ラ
の
実
態
は

厚
労
省
の
6
類
型
そ
の
も
の

で
す
。
残
業
代
請
求
や
パ
ワ

ハ
ラ
摘
発
に
は
証
拠
が
必
要

に
な
り
ま
す
。
タ
イ
ム
カ
ー

ド
の
写
し
や
出
退
勤
メ
モ
、

パ
ソ
コ
ン
の
ロ
グ
イ
ン
・
ア

ウ
ト
時
間
な
ど
、
パ
ワ
ハ
ラ

は
言
動
の
録
音
が
あ
れ
ば
最

善
で
す
。

ど
ち
ら
も
改
善
さ
す
に
は
労

働
組
合
に
加
入
し
て
交
渉
で

改
善
さ
す
。
個
人
的
に
残
業

代
不
払
い
を
監
督
署
に
申
告

す
る
。
労
働
環
境
に
対
し
て

労
働
局
の
斡
旋
を
受
け
る
方

法
が
有
り
ま
す
が
、
ど
の
方

法
を
取
る
に
し
て
も
あ
な
た

の
決
意
が
必
要
で
す
。

★
相
談
事
例
⑤･･･

★

（
男
性
・
業
種
不
明
・
正
社

員
）

約
束
が
違
う
！

7
月
末
で
自
己
都
合
退
職

す
る
相
談
者
さ
ん
。

会
社
か
ら
「
7
月
末
で
退
職

す
る
旨
の
退
職
届
け
を
提
出

す
る
よ
う
に
」
と
言
わ
れ
て

退
職
届
を
提
出
し
ま
し
た
。

そ
の
際
、
有
給
休
暇
が
15
日

残
っ
て
い
た
の
で
「
有
休
を

買
い
取
っ
て
ほ
し
い
」
と
依

頼
し
た
ら
、
「
買
い
取
る
」

と
約
束
し
て
く
れ
ま
し
た
。

退
職
日
ま
で
に
5
日
間
休
ん

だ
分
の
賃
金
は
保
証
さ
れ
た

が
、
買
い
取
る
と
約
束
し
た

残
り
の
10
日
分
の
賃
金
が
未

払
い
で
す
。

ア
ド
バ
イ
ス

有
休
取
得
の
最
終
日
を
退

職
日
に
す
る
の
が
ベ
ス
ト
で

し
た
が
、
退
職
を
前
提
と
し

た
有
休
の
買
い
上
げ
は
認
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

会
社
の
約
束
反
故
に
対
し
、

労
働
局
の

斡
旋
を
受

け
る
方
法

も
有
り
ま

す
。

★
相
談
事
例
⑥･･･

★

（
男
性
・
医
療
関
係
・
正
社

員
）

メ
ー
ル
相
談

公
休
・
有
休
取
得

で
手
当
が
減
額

勤
続
5
年
の
Ａ
さ
ん
。
メ

ン
タ
ル
面
で
不
調
に
な
り
、

1
ヶ
月
の
自
宅
療
養
の
診
断

が
で
ま
し
た
。

こ
れ
を
契
機
に
退
職
の
意
向

を
伝
え
ま
し
た
が
、
仕
事
の

引
き
継
ぎ
を
す
る
事
が
出
来

ま
せ
ん
。
8
月
中
旬
か
ら
休

ん
で
い
て
、
9
月
か
ら
1
ヶ

月
間
は
有
休
と
公
休
消
化
に

な
り
ま
す
。

休
み
の
間
、
管
理
職
手
当
が

出
な
い
と
通
告
さ
れ
ま
し

た
。
納
得
で
き
ま
せ
ん
。

ア
ド
バ
イ
ス

会
社
は
、
「
休
暇
中
に
管

理
職
の
役
割
を
し
て
い
な

い
」
事
を
根
拠
に
し
て
い
る

と
思
わ
れ
ま
す
が
、
有
休
取

得
に
よ
る
賃
金
上
の
不
利
益

取
り
扱
い
は
禁
止
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
を
許
せ
ば
有
休

取
得
を
抑
制
す
る
事
に
繋
が

り
、
労
基
法
24
条
の
賃
金
全

額
支
払
い
の
原
則
に
反
す
る

だ
け
で
な
く
、
労
基
法
１
３

６
条
の
有
給
休
暇
不
利
益
取

り
扱
い
の
禁
止
に
も
反
し
ま

す
。
病
院
側
に
手
当
を
支
給

し
な
い
根
拠
を
聞
い
て
く
だ

さ
い
。

★
相
談
事
例
⑦･･･

★

（
女
性
・
貴
金
属
・
非
正

規
）

有
休
取
得
と
歩
合

給
１
日
５
時
間
、
１
ヶ
月
10

日
間
働
く
Ｋ
さ
ん
。

今
月
、
２
日
間
の
有
休
を
取

得
し
ま
し
た
。
こ
の
場
合
の

有
休
時
の
賃
金
に
歩
合
給
は

発
生
す
る
の
で
す
か
。

ア
ド
バ
イ
ス

支
払
方
法
に
「
出
勤
し
所
定

労
働
時
間
働
い
た
場
合
に
支

払
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
賃
金
」

を
洗
濯
し
た
場
合
、
労
働
基

準
法
施
行
規
則
第
25
条
第
6

号
で
は
、
「
賃
金
算
定
期
間

に
払
わ
れ
た
歩
合
給
総
額
÷

当
該
期
間
の
総
労
働
時
間
×

当
該
期
間
の
1
日
平
均
所
定

労
働
時
間
」
と
さ
れ
て
お

り
、
基
本
給
と
歩
合
給
の
組

み
合
わ
せ
で
有
休
を
取
得
し

て
も
歩
合
給
を
考
慮
し
た
賃

金
が
発
生
し
ま
す
。

２
０
０
１
年
４
月
に
厚
労

省
が
出
し
た
「
サ
ー
ビ
ス
残

業
根
絶
通
達
」
（
「
４
・
６

通
達
」
）
に
よ
り
サ
ー
ビ
ス

残
業
の
摘
発
・
是
正
が
前
進

し
ま
し
た
。
こ
の
通
達
後
、

厚
労
省
が
毎
年
、
サ
ー
ビ
ス

残
業
是
正
結
果
を
発
表
す
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

２
０
１
７
年
度
の
１
企
業
で

の
最
高
支
払
額
は
、
運
輸
・

交
通
業
の
１
９
９
億
１
０
３

０
万
円
（
前
年
度
６
億
７
４

８
５
万
円
）
で
し
た
。

厚
労
省
が
調
査
を
始
め
た
０

１
年
以
降
の
17
年
間
の
是
正

総
額
は
２
９
７
６
億
６
１
１

９
万
円
で
す
。
是
正
さ
れ
た

労
働
者
総
数
は
２
３
７
万
５

６
４
人
、
企
業
総
数
は
２
万

２
６
３
０
社
に
達
し
ま
す
。

厚
労
省
は
昨
年
１
月
、
残
業

時
間
の
新
し
い
管
理
を
命
じ

る
通
達
を
出
し
ま
し
た
が
、

そ
の
後
も
不
払
い
が
相
次
い

で
い
ま
す
。

残
業
代
不
払
い
が
毎
年
、
巨

額
に
達
し
て
い
る
も
と
で
、

安
倍
内
閣
が
強
行
し
た
「
残

業
代
ゼ
ロ
」
制
度
で
あ
る
高

度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制

度
や
、
政
府
・
財
界
が
ね
ら

う
裁
量
労
働
制
の
対
象
拡
大

が
改
め
て
問
わ
れ
ま
す
。
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監督指導による賃金不払残業の是正結果（平成29年度）

(1) 是正企業数 1,870企業（前年度比521企業の増）

1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、262企業（前年度

比78企業の増）

(2) 対象労働者数 20万5,235人（同107,257人の増）

(3) 支払われた割増賃金合計額 446億4,195万円（同319億

1868万円の増）

(4) 支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり2,387万円、

労働者1人当たり22万円


